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【リスクや留意点を記載している有価証券及びお取引】

手数料など諸費用について

・	�上場有価証券の売買※1を受託する場合は、購入対価の他に【野村の売買手数料表】に記した売買
手数料をいただきます。

・	�上場有価証券を当社との相対取引によって購入する場合（当社が取扱う募集等に応じていただく
場合を含みます。）は、購入対価のみをいただきます。ただし、相対取引による売買においても、
お客様との合意に基づき、別途手数料をいただく場合がございます。

・	�外国証券の外国取引にあたっては、外国の金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その
他の賦課金が発生します※2。

・	�外国証券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふ
まえて当社が決定した為替レートを用います。

上場有価証券のお取引にあたってのリスクについて

・	�株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託
証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、
カバードワラント、デリバティブ取引等（以下「裏付け資産」※3といいます。）の価格や評価額
の変動に伴い、上場有価証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

・	�上場有価証券またはその裏付けとなっている有価証券の発行者または保証会社等の業務や財産の
状況に変化が生じた場合、上場有価証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあ
ります。

・	�上場有価証券のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される（できる）旨
の条件または権利が付されている場合、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の
業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の
価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。

・	�新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期
間に制限がありますのでご留意ください。

1．国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券のお取引

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問合せください。
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上場有価証券に係る金融商品取引契約の概要

当社における上場有価証券の売買等は、次のいずれかの方法によります。

・　取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理

・　当社が自己で直接の相手方となる売買（当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。）

・　上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理

※1　�「上場有価証券」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、

法令で指定される有価証券を除きます。また、本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する同様のものを含

みます。なお、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。

※2　�外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等を

あらかじめ記載することはできません。

※3　�裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資

産を含みます。

○その他、留意事項

上場有価証券の売買等は、クーリング・オフの対象にはなりません（金融商品取引法第 3 7 条の 6の規定の適用

はありません）。
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手数料など諸費用について
・	 �円貨建て債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入対価
のみをいただきます。

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・	 �円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。一般的に、
金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇しま
す。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合
があります。また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却す
ることができない可能性があります。

・	 �円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して
変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償
還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずし
も上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。

・	 �円貨建て債券が 1 5 年変動利付国債である場合には、その利子は 1 0 年国債の金利の上昇・低下
に連動して増減します。このような特性から、 1 5 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のよ
うな金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。

有価証券の発行者等または元利金の支払の保証者等の業務または財産の状況の変化などによって損
失が生じるおそれがあります
・	 �円貨建て債券の発行者もしくは債務者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者も
しくはその他の信用補完を行っている者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動する
ことによって売却損が生じる場合があります。

・	 �円貨建て債券の発行者もしくは債務者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者も
しくはその他の信用補完を行っている者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞っ
たり、支払不能が生じるリスクがあります。国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行う
ため、安全性の高い債券ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子
の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。

・	 �円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされてい
るものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、
支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。

円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・	 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 3 7 条の 6の規定の適用はありません。

2．円貨建て債券のお取引

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問合せください。

○�円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等その他、当社が直接の相手方となる方法によって行
われます。
○�円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損
失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。



3 4

円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要

当社における円貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。

・	 当社が自己で直接の相手方となる売買（当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。）

・	 売買の媒介、取次ぎ又は代理

円貨建て債券に関する租税の概要

円貨建て債券の利子、売却や償還によって発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入され

ます。

また、国外で発行される円貨建て債券の利子、売却や償還によって発生する利益については、その発行地等の税制によ

り現地源泉税が課されることがあります。

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。

譲渡の制限

・	 �割引短期国債、政府短期証券、国庫短期証券、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財

務省告示で指定された法人にのみ譲渡できます。

・	 �短期社債等（短期社債、短期商工債、短期農林債、信用金庫が発行する短期債、短期外債、特定短期社債、短期投資法

人債など）は法人にのみ譲渡できます。

・	 �国債は、その償還日又は利子支払日の 2営業日前及び前営業日の 2日間を受渡日とするお取引はお取扱いしておりませ

ん。なお、当社では原則として、その償還日又は利子支払日の 3営業日前から前営業日までの 3日間を受渡日とする国

債のお取引はお取扱いしておりません。また、振替債（我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された

債券をいいます。）のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引

はできません。（但し、短期社債である場合には、このような制限はありません。）国外で発行される円貨建て債券につ

いても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。

当社が円貨建て債券の取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第 1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社

において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。

・	 �国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。国外で発行される

円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。

・	 �お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部（前受金等）をお

預かりした上で、お受けいたします。

・	 �前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預

かりいたします。

・	 �ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの

事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があり

ます。

・	 �ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場

合を含みます）。
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手数料など諸費用について
・	 �外貨建て債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入対価
のみをいただきます。

・	 �外貨建て債券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動
向をふまえて当社が決定した為替レートを用います。

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・	 �外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。一般的に、
金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇しま
す。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合
があります。また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却す
ることができない可能性があります。

・	 �金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準（例えば、既に発行されて
いる債券の流通利回り）や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。

・	 �為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外
貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算し
た価値は上昇します。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差
損が生じるおそれがあります。

・	 �通貨の交換等に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場
合があります。

有価証券の発行者等または元利金の支払の保証者等の業務または財産の状況の変化などによって損
失が生じるおそれがあります
・	 �外貨建て債券の発行者もしくは債務者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者も
しくはその他の信用補完を行っている者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動する
ことによって売却損が生じる場合があります。

・	 �外貨建て債券の発行者もしくは債務者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者も
しくはその他の信用補完を行っている者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞っ
たり、支払不能が生じるリスクがあります。

・	 �外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされてい
るものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、
支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。

外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・	 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 3 7 条の 6の規定の適用はありません。

3．外貨建て債券のお取引

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問合せください。

○�外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等その他、当社が直接の相手方となる方法によって行
われます。
○�外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等
により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
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外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要

当社における外貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。

・	 当社が自己で直接の相手方となる売買（当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。）

・	 売買の媒介、取次ぎ又は代理

外貨建て債券に関する租税の概要

外貨建て債券の利子、売却や償還によって発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入され

ます。

また、国外で発行される外貨建て債券の利子、売却や償還によって発生する利益については、その発行地等の税制によ

り現地源泉税が課されることがあります。

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。

譲渡の制限

・�振替債（我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。）である外貨建て債券は、その

償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、

現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。

当社が外貨建て債券の取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第 1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社に

おいて外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。

・	 �国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。国内で発行さ

れる外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。

・	 �お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部（前受金等）をお

預かりした上で、お受けいたします。

・	 �前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預

かりいたします。

・	 �ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの

事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があり

ます。

・	 �ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場

合を含みます）。
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手数料など諸費用について
・	�株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合（券面が発行されない左記の有価
証券を証券保管振替機構で記帳及び振替する場合を含みます）には、１年間に最大で
１，５７５円（税込）の口座管理料を頂戴いたします。

・	�上記のほか、外国証券をお預かりする場合には、１年間に最大で３，１５０円（税込）の口座
管理料を頂戴いたします。

・	�３年間の口座管理料を前払いしていただく場合は、上記の口座管理料を割引きます。
・	�証券保管振替機構を通じて他の証券会社等から短期社債等（短期社債、短期商工債、短期農林
債、信用金庫が発行する短期債、短期外債、特定短期社債、短期投資法人債など）を移管して
預託していただく場合、移管する銘柄毎に残存期間に応じて取扱手数料を頂戴します。
	 この場合には、別途書面をお渡しします。
・	�上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 3 7 条の 6の規定の適用はありません。

4．金銭・有価証券の預託、記帳及び振替

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問合せください。

○�当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当
社の財産と分別して保管いたします。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って
当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別

して保管いたします。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び

振替を行います。株券、出資証券、投資証券、外国証券をお預かりする場合は、口座管理料が必要となります。

当社が金銭・有価証券の預託、記帳及び振替について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第 1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社

では、証券取引口座を設定の上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。

この契約の終了事由

「野村の証券取引約款」に掲げる事由に該当した場合（主なものは次のとおりです）は、この契約は解約されます。

・　お客様から解約の通知があった場合

・　この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合

・　お客様が「野村の証券取引約款」の変更に同意されない場合
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商号等	 野村證券株式会社　　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第142号

本店所在地	 〒103-8011　東京都中央区日本橋1-9-1

加入協会	 日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、社団法人金融先物取引業協会

指定紛争解決機関	 特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター

資本金	 100億円

主な事業	 金融商品取引業

設立年月	 平成13年5月

連絡先	 03-3211-1811 又は お取引のある支店にご連絡ください。

【当社の概要】
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【野村の売買手数料表】（税込み）

国内株式・国内新株予約権証券

国内CB

外国株式

（転換社債および転換社債型新株予約権付社債）

（外国金融商品市場での取引）※国内での売買手数料

＊�左記の割合（％）
は、約定代金に対
する割合です。

＊�左記の割合（％）
は、約定代金に対
する割合です。

※�4,200円に満た
ない場合には、
4,200円となり
ます。

＊�国内での売買手数料の他に外国
金融商品市場での取引にかかる
手数料、税金等が必要となります。
国により手数料、税金等が異なり
ます。
＊�左記の割合（％）は、売買金額（買
いの場合は約定代金に外国金融
商品市場における手数料・税金等
を加算したもの、売りの場合は約
定代金からこれらの手数料・税
金等を減算したもの）に対して掛
けることとなります。

お支払いいただきます手数料（税込）は端数処理の関係により、
本表の手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合があります。

約 定 代 金 基 本 料 率
20万円以下 2,730円

20万円超 50万円以下 1.3650％
50万円超 70万円以下 1.0500％ ＋ 1,575円
70万円超 100万円以下 0.9030％ ＋ 2,604円
100万円超 300万円以下 0.8400％ ＋ 3,234円
300万円超 500万円以下 0.8085％ ＋ 4,179円
500万円超 1,000万円以下 0.6720％ ＋ 11,004円
1,000万円超 3,000万円以下 0.5460％ ＋ 23,604円
3,000万円超 5,000万円以下 0.2520％ ＋ 111,804円

5,000万円超 0.1050％ ＋ 185,304円

約 定 代 金 基 本 料 率
50万円以下 1.0500％※

50万円超 100万円以下 0.9030％ ＋ 735円
100万円超 500万円以下 0.8505％ ＋ 1,260円
500万円超 1,000万円以下 0.6825％ ＋ 9,660円
1,000万円超 3,000万円以下 0.49875％ ＋ 28,035円
3,000万円超 5,000万円以下 0.29925％ ＋ 87,885円

5,000万円超の場合 0.1050％ ＋ 185,010円

売買金額 基本料率
71,000円以下 10.5000％

71,000円超 75万円以下 7,455円
75万円超 500万円以下 0.9975％
500万円超 1,000万円以下 0.7875％ ＋ 10,500円
1,000万円超 5,000万円以下 0.5880％ ＋ 30,450円
5,000万円超 1億円以下 0.3990％ ＋ 124,950円

1億円超の場合 0.1890％ ＋ 334,950円
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